
平成２７年１１月２６日

平成２７年第６回

宮代町議会定例会議案書



議案番号 件 名 頁

議案第６３号 宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例について

１

議案第６４号 宮代町農業委員会の委員の定数に関する条例について ６

議案第６５号 宮代町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する

条例について

８

議案第６６号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う

関係条例の整理に関する条例について

１０

議案第６７号 宮代町税条例の一部を改正する条例について １３

議案第６８号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について ２７

議案第６９号 宮代町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例

について

２９

議案第７０号 住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居

表示の方法について

３１

議案第７１号 町道路線の認定について ３３

議案第７２号 町道路線の廃止について ３４

議案第７３号 宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求

めることについて

３５

議案第７４号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて ３６

議案第７５号 指定管理者の指定について ３７

議案第７６号 指定管理者の指定について ３８

議案第７７号 指定管理者の指定について ３９

議案第７８号 指定管理者の指定について ４０

議案第７９号 指定管理者の指定について ４１

議案第８０号 平成２７年度宮代町一般会計補正予算（第４号）について ４２



議案番号 件 名 頁

議案第８１号 平成２７年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について

４３

議案第８２号 平成２７年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）

について

４４

議案第８３号 平成２７年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について

４５



１

議案第６３号

宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例について

宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を別紙のとおり提出

する。

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行

等に伴い、宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を制定した

いので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するもので

ある。



２

宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第９条第２項の

規定に基づく個人番号の利用及び法第１９条第９号の規定に基づく特定個人情報

の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例に

よる。

（町の責務）

第３条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱い

を確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主

的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

（個人番号の利用範囲）

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる機関が行

う同表の右欄に掲げる事務とする。

２ 別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必

要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するもの

を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシス

テムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受け

ることができる場合は、この限りでない。

３ 町長又は教育委員会は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必

要な限度で同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利

用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステム

を使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けるこ

とができる場合は、この限りでない。

（特定個人情報の提供）

第５条 法第１９条第９号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場

合は、別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に掲げる機関に対し、同

表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個人

情報の提供を求めた場合において、同表の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情

報を提供するときとする。

（書面提出のみなし規定）

第６条 第４条第２項及び第３項の規定による特定個人情報の利用ができる場合並

びに前条の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規

則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の

提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。



３

（委任）

第７条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２８年１月１日から施行する。

（準備行為）

２ この条例の実施のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行う

ことができる。

別表第１（第４条関係）

機 関 事 務

１ 町長
宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例（昭和５０年宮

代町条例第１０号）に基づく事務であって規則で定めるもの

２ 町長
宮代町在宅重度心身障害者手当支給条例（昭和５４年宮代町

条例第１０号）に基づく事務であって規則で定めるもの

３ 町長
宮代町こども医療費支給に関する条例（昭和４８年宮代町条

例第１４号）に基づく事務であって規則で定めるもの

４ 町長
宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例（平成４年

宮代町条例第２０号）に基づく事務であって規則で定めるもの

５ 町長
私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規

則で定めるもの

６ 町長
障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置に関す

る事務であって規則で定めるもの

７ 町長

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービ

スに係る利用者負担額軽減制度に関する事務であって規則で

定めるもの

８ 教育委員会 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

９ 教育委員会
特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で

定めるもの

別表第２（第４条関係）

機 関 事 務 特定個人情報

１ 町長 国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号）に

よる保険給付の支給に関

する事務であって規則で

定めるもの

宮代町重度心身障害者医療費支給に

関する条例に基づく事務であって規

則で定めるもの

宮代町こども医療費支給に関する条

例に基づく事務であって規則で定め

るもの

宮代町ひとり親家庭等の医療費の支

給に関する条例に基づく事務であっ

て規則で定めるもの



４

２ 町長 地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）その他の

地方税に関する法律及び

これらの法律に基づく条

例による地方税の賦課徴

収又は地方税に関する調

査（犯則事件の調査を含

む。）に関する事務であ

って規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）による

保険料の特別徴収対象被保険者に関

する情報及び保険料の徴収に関する

情報であって規則で定めるもの

介護保険法（平成９年法律第１２３

号）による保険料の特別徴収対象被

保険者に関する情報及び保険料の徴

収に関する情報であって規則で定め

るもの

３ 町長 宮代町重度心身障害者医

療費支給に関する条例に

基づく事務であって規則

で定めるもの

国民健康保険法又は高齢者の医療の

確保に関する法律による医療に関す

る給付の支給又は保険料の徴収に関

する情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）による身体障害者手

帳、精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和２５年法律第１２

３号）による精神障害者保健福祉手

帳若しくは知的障害者福祉法（昭和

３５年法律第３７号）にいう知的障

害者に関する情報（以下「障害者関

係情報」という。）であって規則で

定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）による自立支援給付

の支給に関する情報であって規則で定

めるもの

４ 町長 宮代町在宅重度心身障害

者手当条例に基づく事務

であって規則で定めるも

の

地方税法その他の地方税に関する法

律に基づく条例の規定により算定し

た税額又はその算定の基礎となる事

項に関する情報（以下「地方税関係

情報」という。）であって規則で定

めるもの

障害者関係情報であって規則で定め

るもの

障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律による自

立支援給付の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの



５

５ 町長 身体障害者福祉法による

障害福祉サービス、障害

者支援施設等への入所等

の措置又は費用の徴収に

関する事務であって規則

で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定め

るもの

６ 町長 知的障害者福祉法による

障害福祉サービス、障害

者支援施設等への入所等

の措置又は費用の徴収に

関する事務であって規則

で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定め

るもの

７ 町長 宮代町こども医療費支給に

関する条例に基づく事務で

あって規則で定めるもの

国民健康保険法による医療に関する

給付の支給又は保険料の徴収に関す

る情報であって規則で定めるもの

８ 町長 宮代町ひとり親家庭等の

医療費の支給に関する条

例に基づく事務であって

規則で定めるもの

国民健康保険法又は高齢者の医療の

確保に関する法律による医療に関す

る給付の支給又は保険料の徴収に関

する情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定め

るもの

９ 町長 私立幼稚園就園奨励費補助

金の交付に関する事務であ

って規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定め

るもの

１０ 町長 宮代町障害者ホームヘルプ

サービス利用者に対する支

援措置事業に基づく事務で

あって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定め

るもの

障害者関係情報であって規則で定め

るもの

１１ 町長 社会福祉法人等による生

計困難者等に対する介護

保険サービスに係る利用

者負担額軽減制度事業に

基づく事務であって規則

で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定め

るもの

別表第３（第５条関係）

情報照会機関 事 務 情報提供機関 特定個人情報

１ 教育委員会 就学援助に関する事務

であって規則で定める

もの

町長 地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの

２ 教育委員会 特別支援教育就学奨励

費の支給に関する事務

であって規則で定める

もの

町長 地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの



６

議案第６４号

宮代町農業委員会の委員の定数に関する条例について

宮代町農業委員会の委員の定数に関する条例を別紙のとおり提出する。

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、宮代町農業委員会の委員の定数に

関する条例を制定したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、こ

の案を提出するものである。



７

宮代町農業委員会の委員の定数に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８

条第２項の規定に基づき、宮代町農業委員会の委員の定数を定めることを目的と

する。

（定数）

第２条 宮代町農業委員会の委員の定数は、１４人とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

（宮代町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止）

２ 宮代町農業委員会の選挙による委員の定数条例（昭和３１年宮代町条例第４

号）は、廃止する。



８

議案第６５号

宮代町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例について

宮代町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例を別紙のとおり

提出する。

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、宮代町農業委員会の農地利用最適

化推進委員の定数に関する条例を制定したいので、地方自治法第９６条第１項第１

号の規定により、この案を提出するものである。



９

宮代町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１

８条第２項の規定に基づき、宮代町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数

を定めることを目的とする。

（定数）

第２条 宮代町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、７人とする。

附 則

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。



１０

議案第６６号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理

に関する条例について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関

する条例を別紙のとおり提出する。

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、

関係する条例を整理したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

この案を提出するものである。



１１

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理

に関する条例

（教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正）

第１条 教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年宮代町条例第８号）

の一部を次のように改正する。

第１条中「教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１７条第２項」を

「地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項」に、「給与、旅費

及び勤務時間等」を「給与及び旅費並びに勤務時間その他の勤務条件」に改める。

第６条第１項を次のように改める。

６月１日及び１２月１日（以下これらの日を本条において「基準日」とい

う。）に在職する教育長に期末手当を支給する。これらの基準日前１箇月以内

に任期が満了し、退職し、失職（地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第９条第１項各号（同法第４条第３項第１号を

除く。）又は公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１１条第１項各号

（第１号を除く。）の規定に該当する場合を除く。以下同じ。）し、解職さ

れ、罷免（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第７条第１項

に規定する職務上の義務違反その他教育長たるに適しない非行があ

ると認める場合を除く。以下同じ。）され、又は死亡した者（これら

の基準日において、この項前段の適用を受ける者を除く。）についても同様と

する。

第８条を次のように改める。

（勤務時間その他の勤務条件）

第８条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、一般職の職員の例による。

２ 教育長の職務の専念に関する義務の特例については、一般職の職員の例によ

る。

（宮代町奨学資金貸付条例の一部改正）

第２条 宮代町奨学資金貸付条例（昭和５９年宮代町条例第２６号）の一部を次の

ように改正する。

第１３条第２項第１号中「教育委員会委員長」を「教育委員会教育長」に改め、

同項第２号を削り、同項第３号を同項第２号とし、同項第４号を同項第３号とし、

同項第５号中「１人」を「２人」に改め、同号を同項第４号とし、同条第５項中

「教育委員会委員長」を「教育委員会教育長」に改める。

（宮代町議会委員会条例の一部改正）

第３条 宮代町議会委員会条例（平成３年宮代町条例第２３号）の一部を次のよう

に改正する。

第１９条中「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。

（特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第４条 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年宮代町条例第１

０号）の一部を次のように改正する。
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別表中

教育委員会 委員長 年額 １７１，８００円 日額 ３００円

委員長代理 年額 １５８，９００円 日額 ３００円

委員 年額 １４８，０００円 日額 ３００円

を

教育委員会 教育長代理 年額 １５８，９００円 日額 ３００円

委員 年額 １４８，０００円 日額 ３００円

に改める。

附 則

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第１条中教育委員会教

育長の給与等に関する条例第６条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

「

」

「

」
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議案第６７号

宮代町税条例の一部を改正する条例について

宮代町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、既に専決処分をした部分を除き、

宮代町税条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より、この案を提出するものである。
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宮代町税条例の一部を改正する条例

宮代町税条例（昭和３１年宮代町条例第４号）の一部を次のように改正する。

第８条から第１７条までを次のように改める。

（徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分割納入の方法）

第８条 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第１５条第

３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、同条第１項若しくは第２項の規

定による徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」という。）をする期間

内又は第４項の規定による徴収の猶予をした期間の延長（以下次項から第４項ま

でにおいて「徴収の猶予期間の延長」という。）をする期間内において、当該徴

収の猶予をする金額又は当該徴収の猶予期間の延長をする金額をその者の財産の

状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入さ

せることができる方法とする。

２ 町長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶

予期間の延長に係る町の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合において

は、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限

又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

３ 町長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は

納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理

由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納

付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金

額を変更することができる。

４ 町長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期

限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、

その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限

又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予

又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

５ 町長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期

限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、

その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限

ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しな

ければならない。

（徴収猶予の申請手続等）

第９条 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項と

する。

（１）法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当す

る事実に基づき町の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情

の詳細

（２）納付し、又は納入すべき町の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

（３）前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
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（４）当該猶予を受けようとする期間

（５）分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割納付

又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は

分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納

付金額又は納入金額を含む。）

（６）猶予を受けようとする金額（当該猶予を受けようとする時点において、既に

猶予を受けている町の徴収金がある場合はその金額を加算した額。以下この節

において同じ。）が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場合に

は、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保の種類、数量、価額

及び所在（その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は

居所）その他担保に関し参考となるべき事項（担保を提供することができない

特別の事情があるときは、その事情）

（７）その他町長が必要と認める事項

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

（１）法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

（２）財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

（３）猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収

入及び支出の見込みを明らかにする書類

（４）猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を超

える場合には、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」とい

う。）第６条の１０の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要

となる書類

（５）その他町長が必要と認める書類

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

（１）町の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

（２）第１項第２号から第７号までに掲げる事項

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第２項第２号

から第５号までに掲げる書類とする。

５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

（１）猶予期間の延長を受けようとする町の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

（２）猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができない

やむを得ない理由

（３）猶予期間の延長を受けようとする期間

（４）第１項第５号から第７号までに掲げる事項

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号及び第５号

に掲げる書類とする。

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とする。

（職権による換価の猶予の手続等）

第１０条 法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第３項及



１６

び第５項に規定する条例で定める方法は、法第１５条の５第１項の規定による換

価の猶予（以下この項において「職権による換価の猶予」という。）をする期間

内又は同条第２項において読み替えて準用する法第１５条第４項の規定による換

価の猶予をした期間の延長（以下この項において「職権による換価の猶予期間の

延長」という。）をする期間内の各月（町長がやむを得ない事情があると認める

ときは、当該期間内の町長が指定する月。以下第１１条第２項において同じ。）

において、当該職権による換価の猶予をする金額又は当該職権による換価の猶予

期間の延長をする金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥

当なものに分割して納付し、又は納入させる方法とする。

２ 第８条第２項から第５項までの規定は、法第１５条の５第２項において読み替

えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、又は

納入させる場合について準用する。

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、次に掲

げる書類とする。

（１）第９条第２項第２号から第５号までに掲げる書類

（２）分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

（申請による換価の猶予の申請手続等）

第１１条 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、６月とする。

２ 法第１５条の６第３項において準用する法第１５条第３項及び第５項に規定す

る条例で定める方法は、法第１５条の６第１項の規定による換価の猶予（以下こ

の項において「申請による換価の猶予」という。）をする期間内又は同条第３項

において準用する法第１５条第４項の規定による換価の猶予をした期間の延長

（以下この項において「申請による換価の猶予期間の延長」という。）をする期

間内の各月において、当該申請による換価の猶予をする金額又は当該申請による

換価の猶予期間の延長をする金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合

理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させる方法とする。

３ 第８条第２項から第５項までの規定は、法第１５条の６第３項において準用す

る法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、又は納入させる

場合について準用する。

４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項と

する。

（１）町の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の

維持が困難となる事情の詳細

（２）第９条第１項第２号から第４号まで及び第６号又は第７号に掲げる事項

（３）分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納

入期限ごとの納付金額又は納入金額

５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、第９条

第２項第２号から第５号までに掲げる書類とする。

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項と
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する。

（１）第９条第１項第６号及び第７号に掲げる事項

（２）第９条第５項第１号から第３号までに掲げる事項

（３）第４項第３号に掲げる事項

７ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規定する

期間は、２０日とする。

（担保を徴する必要がない場合）

第１２条 法第１６条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額（当該猶予

を受けようとする時点において、既に猶予を受けている町の徴収金がある場合は

その金額を加算した額。）が１００万円以下である場合、猶予期間が３月以内で

ある場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

第１３条から第１７条まで 削除

第１８条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を

「法」に改める。

第２３条第２項中「法人税法第２条第１２号の１８」を「法第２９２条第１項第

１４号」に改め、第３項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下

「令」という。）」を「令」に改める。

第３３条第２項に次のただし書を加える。

ただし、同法第６０条の２から第６０条の４までの規定の例によらないものと

する。

第３６条の２第８項中「寮等の所在」の次に「、法人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下町民税について同じ。）」を加え

る。

第３６条の３の３第４項中「第２０３条の５第４項」を「第２０３条の５第５項」

に改める。

第５１条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第２号を第３号と

し、第１号を第２号とし、同項に第１号として次の１号を加える。

（１）納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の

所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）又は法人番号

第６３条の２第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に

規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。

以下固定資産税について同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号

をいう。以下固定資産税について同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。

第６３条の３第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称

及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所
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及び氏名又は名称）」に改める。

第７１条第２項中「納期前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「及び氏名

又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号

を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。

第７４条第１項第１号及び第７４条の２第１項第１号中「及び氏名又は名称」を

「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者

にあっては、住所及び氏名又は名称）に改める。

第８９条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第２号中「氏名若し

くは名称」を「事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規

定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。）又は法人番号（同法

第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番

号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地

及び氏名又は名称）」に改める。

第９０条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「及び住

所」を「、住所及び個人番号（個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所）」

に改め、同条第３項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。

第１３９条の３第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中

「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号

をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人

番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。

附則第４条第１項中「第１４５条第１項」を「第１４４条の８」に改める。

附則第１０条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、

第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号及び第９項第１号中

「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。

附則第１２条の２中「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正

する法律（平成２４年法律第１７号）附則第１０条第１項」を「地方税法等の一部

を改正する法律（平成２７年法律第２号）附則第１８条第１項」に改める。

附則第１６条の２を次のように改める。

第１６条の２ 削除

附則第２２条第１項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称）」に改め、同条第３項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名）」に改める。

附 則
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（施行期日）

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第３３条第２項、

第３６条の２第９項、第３６条の３の３第４項、第５１条第２項各号、第６３条の

２第１項第１号、第６３条の３第１項第１号及び第２項第１号、第７１条第２項

第１号、第７４条第１項第１号、第７４条の２第１項第１号、第８９条第２項第

２号、第９０条第２項第１号、第１３９条の３第２項第１号の改正規定並びに附

則第１０条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、第

５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号及び第９項第１号並び

に第２２条第１項第１号及び第３項第１号の改正規定並びに附則第３条第２項及び

第４項、第４条第１項、第５条第１項及び第７条の規定は、平成２８年１月１日か

ら施行する。

（徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後の宮代町税条例（以下「新条例」という。）第８条、

第９条及び第１２条（地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号。

以下「平成２７年改正法」という。）附則第１条第６号に掲げる規定による改正

後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この条において「２８年新法」

という。）第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予に係る部分に限

る。）の規定は、この条例の施行の日以後に申請される２８年新法第１５条第１項

又は第２項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成２７

年改正法附則第１条第６号に掲げる規定による改正前の地方税法（以下この条にお

いて「２８年旧法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶

予については、なお従前の例による。

２ 新条例第１０条及び第１２条（２８年新法第１５条の５第１項の規定による換

価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、この条例の施行の日以後にされる同項

の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた２８年旧法第１５条の

５第１項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

３ 新条例第１１条及び第１２条（２８年新法第１５条の６第１項の規定による換

価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、この条例の施行の日以後に同項に規定

する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。

（町民税に関する経過措置）

第３条 新条例第３３条第２項及び第５１条第２項本文の規定は、平成２８年度以

後の年度分の個人の町民税について適用し、平成２７年度分までの個人の町民税

については、なお従前の例による。

２ 新条例第５１条第２項第１号の規定は、附則第１条ただし書に掲げる規定の施

行の日以後に提出する申請書について適用する。

３ 新条例第２３条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年分

の法人の町民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税について

適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結

事業年度分の法人の町民税については、なお従前の例による。
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４ 新条例第３６条の２第８項の規定は、附則第１条ただし書に掲げる規定の施行

の日以後に行われる新条例第３６条の２第８項の規定による申告について適用し、

同日前に行われるこの条例による改正前の宮代町税条例（以下「旧条例」とい

う。）第３６条の２第８項の規定による申告については、なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第４条 新条例第６３条の２第１項第１号、第６３条の３第１項第１号及び第２項第

１号、第７１条第２項第１号、第７４条第１項第１号並びに第７４条の２第１項第

１号並びに附則第１０条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項

第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号及び第９項第

１号並びに第２２条第１項第１号及び第３項第１号の規定は、附則第１条ただし書

に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第６３条の２第１項並びに第６３条

の３第１項及び第２項並びに附則第２２条第３項に規定する申出書、新条例第７１

条第２項に規定する申請書又は新条例第７４条第１項及び第７４条の２第１項並び

に附則第１０条の３各項及び第２２条第１項に規定する申告書について適用し、同

日前に提出した旧条例第６３条の２第１項並びに第６３条の３第１項及び第２項並

びに附則第２２条第３項に規定する申出書、旧条例第７１条第２項に規定する申請

書又は旧条例第７４条第１項及び第７４条の２第１項並びに附則第１０条の３各項

及び第２２条第１項に規定する申告書については、なお従前の例による。

２ 新条例第７１条第２項本文の規定は、平成２８年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、平成２７年度分までの固定資産税については、なお従前の例に

よる。

（軽自動車税に関する経過措置）

第５条 新条例第８９条第２項第２号及び第９０条第２項第１号の規定は、附則第

１条ただし書に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第８９条第２項並び

に第９０条第２項及び第３項に規定する申請書について適用し、同日前に提出し

た旧条例第８９条第２項並びに第９０条第２項及び第３項に規定する申請書につ

いては、なお従前の例による。

２ 新条例第８９条第２項本文並びに第９０条第２項本文及び第３項の規定は、平

成２８年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成２７年度分までの軽

自動車税については、なお従前の例による。

（町たばこ税に関する経過措置）

第６条 別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の日前に課した、又は課す

べきであった旧条例附則第１６条の２に規定する喫煙用の紙巻たばこ（以下この

条において「紙巻たばこ３級品」という。）に係る町たばこ税については、なお

従前の例による。

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は

同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る

町たばこ税の税率は、新条例第９５条の規定にかかわらず、当該各号に定める税

率とする。
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（１）平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで １，０００本につき

２，９２５円

（２）平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで １，０００本につき

３，３５５円

（３）平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで １，０００本につき

４，０００円

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第９８条第１項から第４項までの

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第９８条第１項 第３４号の２様式 地方税法施行規則の一部を

改正する省令（平成２７年

総務省令第３８号）第１条

の規定による改正前の地方

税法施行規則（以下この節

において「平成２７年改正

前の地方税法施行規則」と

いう。）第４８号の５様式

第９８条第２項 第３４号の２の２様式 平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の６様式

第９８条第３項 第３４号の２の６様式 平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の９様式

第９８条第４項 第３４号の２様式又は第３４

号の２の２様式

平成２７年改正前の地方税

法施行規則第４８号の５様

式又は第４８号の６様式

４ 平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条

第２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及び第２

号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。）が行われた紙巻たばこ

３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第９２条第１項に規

定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。）又は小売販売業者が

ある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成２７年

法律第９号。以下「所得税法等改正法」という。）附則第５２条第１項の規定に

より製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造

たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課され

ることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品

（これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、

これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該紙巻たばこ

３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販

売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を課するこの場合における町た

ばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数
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とし、当該町たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施

行規則等の一部を改正する省令（平成２７年総務省令第８５号）別記第２号様式

による申告書を平成２８年５月２日までに町長に提出しなければならない。

６ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月３０日までに、その

申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行

規則」という。）第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなければな

らない。

７ 第４項の規定により町たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに

規定するものほか、新条例第１９条、第９８条第４項及び第５項、第１００条の

２並びに第１０１条の規定を適用するこの場合において、次の表の左欄に掲げる

新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。

第１９条 第９８条第１項若しくは第

２項、

宮代町税条例の一部を改正す

る条例（平成２７年宮代町条

例第 号。以下この条及び第

２章第４節において「平成２

７年改正条例」という。）附

則第６条第６項、

第１９条第２号 第９８条第１項若しくは第

２項

平成２７年改正条例附則第

６条第５項

第１９条第３号 第４８条第１項の申告書

（法第３２１条の８第２２

項及び第２３項の申告書を

除く。）、第９８条第１項

若しくは第２項の申告書又

は第１３９条第１項の申告

書でその提出期限

平成２７年改正条例附則第

６条第６項の納期限

第９８条第４項 施行規則第３４号の２様式

又は第３４号の２の２様式

地方税法施行規則等の一部

を改正する省令（平成２７

年総務省令第８５号）別記

第２号様式

第９８条第５項 第１項又は第２項 平成２７年改正条例附則第

６条第６項

第１００条の２ 第９８条第１項又は第２項 平成２７年改正条例附則第

６条第５項

当該各項 同項

第１０１条第２項 第９８条第１項又は第２項 平成２７年改正条例附則第

６条第６項
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８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、町の区域

内に小売販業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ３級品

のうち、第４項の規定により町たばこ税を課された、又は課されるべきものの返

還を受けた場合には、当該町たばこ税に相当する金額を、新条例第９９条の規定

に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ３級品につき納付された、又は納付

されるべき町たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売

販売業者等に係る町たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。

この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第９８条第１項から第３項まで

の規定により町長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ３級品の

品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第１６号の５様式による書類

を添付しなければならない。

９ 平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条

第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販

売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これら

の者が所得税法等改正法附則第５２条第８項の規定により製造たばこの製造者と

して当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出し

たものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これ

らの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業

者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者

である場合には町の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業

所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものと

みなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当

該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該町たばこ税の

税率は、１，０００本につき４３０円とする。

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により町たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第９項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項にお

いて準用する同条第４項

平成２８年５月２日 平成２９年５月１日

第６項 平成２８年９月３０日 平成２９年１０月２日

第７項の表以外の

部分

第４項 第９項

から 、第５項及び

第７項の表第１９

条の項

附則第６条第６項 附則第６条第１０項におい

て準用する同条第６項

第７項の表第１９

条第２号の項

附則第６条第５項 附則第６条第１０項におい

て準用する同条第５項
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第７項の表第１９

条第３号の項

附則第６条第６項 附則第６条第１０項におい

て準用する同条第６項

第７項の表第９８

条第４項の項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項にお

いて準用する同条第４項

第７項の表第９８

条第５項の項

附則第６条第６項 附則第６条第１０項におい

て準用する同条第６項

第７項の表第１０

０条の２の項

附則第６条第５項 附則第６条第１０項におい

て準用する同条第５項

第７項の表第１０

１条第２項の項

附則第６条第６項 附則第６条第１０項におい

て準用する同条第６項

第８項 第４項 第９項

１１ 平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同

条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これ

らの者が所得税法等改正法附則第５２条第１０項の規定により製造たばこの製造

者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移

出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、

これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販

売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売

業者である場合には町の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する

営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したも

のとみなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、

当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該町たばこ

税の税率は、１，０００本につき６４５円とする。

１２ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により町たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第１１項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項にお

いて準用する同条第４項

平成２８年５月２日 平成３０年５月１日

第６項 平成２８年９月３０日 平成３０年１０月１日

第７項の表以外の

部分

第４項 第１１項

から 、第５項及び

第７項の表第１９

条の項

附則第６条第６項 附則第６条第１２項におい

て準用する同条第６項

第７項の表第１９

条第２号の項

附則第６条第５項 附則第６条第１２項におい

て準用する同条第５項

第７項の表第１９

条第３号の項

附則第６条第６項 附則第６条第１２項におい

て準用する同条第６項



２５

第７項の表第９８

条第４項の項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項にお

いて準用する同条第４項

第７項の表第９８

条第５項の項

附則第６条第６項 附則第６条第１２項におい

て準用する同条第６項

第７項の表第１０

０条の２の項

附則第６条第５項 附則第６条第１２項におい

て準用する同条第５項

第７項の表第１０

１条第２項の項

附則第６条第６項 附則第６条第１２項におい

て準用する同条第６項

第８項 第４項 第１１項

１３ 平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同

条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これ

らの者が所得税法等改正法附則第５２条第１２項の規定により製造たばこの製造

者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移

出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、

これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販

売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売

業者である場合には町の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する

営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したも

のとみなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、

当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該町たばこ税

の税率は、１，０００本につき１，２６２円とする。

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により町たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第１３項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項にお

いて準用する同条第４項

平成２８年５月２日 平成３１年４月３０日

第６項 平成２８年９月３０日 平成３１年９月３０日

第７項の表以外の

部分

第４項 第１３項

から 、第５項及び

第７項の表第１９

条の項

附則第６条第６項 附則第６条第１４項におい

て準用する同条第６項

第７項の表第１９

条第２号の項

附則第６条第５項 附則第６条第１４項におい

て準用する同条第５項

第７項の表第１９

条第３号の項

附則第６条第６項 附則第６条第１４項におい

て準用する同条第６項

第７項の表第９８

条第４項の項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項にお

いて準用する同条第４項



２６

第７項の表第９８

条第５項の項

附則第６条第６項 附則第６条第１４項におい

て準用する同条第６項

第７項の表第１０

０条の２の項

附則第６条第５項 附則第６条第１４項におい

て準用する同条第５項

第７項の表第１０

１条第２項の項

附則第６条第６項 附則第６条第１４項におい

て準用する同条第６項

第８項 第４項 第１３項

（特別土地保有税に関する経過措置）

第７条 新条例第１３９条の３第２項第１号の規定は、附則第１条ただし書に掲げ

る規定の施行の日以後に提出する申請書について適用し、同日前に提出した旧条

例第１３９条の３第２項に規定する申請書については、なお従前の例による。



２７

議案第６８号

宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行

及び地方税法等の一部改正を踏まえ、宮代町国民健康保険税条例の一部を改正した

いので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するもので

ある。



２８

宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

第１条 宮代町国民健康保険税条例（昭和３０年宮代町条例第２２号）の一部を次

のように改正する。

第２５条第２項第１号を次のように改める。

（１）納税義務者の住所、氏名及び行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規

定する個人番号

第２条 宮代町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。

第２５条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例中第１条の規定は平成２８年１月１日から、第２条の規定は平成２８

年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第２条の規定による改正後の宮代町国民健康保険税条例第２５条第２項の規定は、

平成２８年度以後の国民健康保険税に係る申請書の提出から適用し、平成２７年度

の国民健康保険税に係る申請書の提出については、なお従前の例による。



２９

議案第６９号

宮代町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について

宮代町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出

する。

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、宮代町証人等の実費弁償に関する

条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、こ

の案を提出するものである。



３０

宮代町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例

宮代町証人等の実費弁償に関する条例（平成２５年宮代町条例第１号）の一部を

次のように改正する。

第１条第１項第５号中「（農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８

号）第１１条において準用する場合を含む。）」を削り、同項第８号中「第２９条

第１項」を「第３５条第１項」に改める。

附 則

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。



３１

議案第７０号

住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法につ

いて

住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第３条第１項の規定により、

住居表示を実施する市街地の区域を別図のとおり定めるとともに、当該区域におけ

る住居表示の方法は街区方式によるものとする。

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

字道佛の一部における住居表示の実施区域及び方法を定めたいので、住居表示に

関する法律第３条第１項の規定により、この案を提出するものである。



３２



３３

議案第７１号

町道路線の認定について

次のとおり町道路線を認定することについて議決を求める。

路 線 名
起 点 重 要 な

経 過 地終 点

第１５６５号線
宮代町宮代二丁目１４９番４地先

宮代町宮代二丁目１５２番２地先

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

宅地開発により帰属された道路を町道路線として認定したいので、道路法第８条

第２項の規定により、この案を提出するものである。



３４

議案第７２号

町道路線の廃止について

次のとおり町道路線を廃止することについて議決を求める。

路 線 名
起 点 重 要 な

経 過 地終 点

第９４０号線
宮代町字山崎１５０番１地先

宮代町字山崎１５２番１地先

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

当路線については、町道第９４０号線に隣接する土地所有者に払い下げするため、

町道路線を廃止したいので、道路法第１０条第３項の規定により、この案を提出す

るものである。



３５

議案第７３号

宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて

次の者を宮代町固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて同意を求

める。

１ 住 所 埼玉県南埼玉郡宮代町字西原４１６番地の２

２ 氏 名 新 井 健 一

３ 生年月日 昭和２４年１０月２１日

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

新たに、新井健一氏を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税

法第４２３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



３６

議案第７４号

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

次の者を人権擁護委員の候補者として推薦することについて意見を求める。

１ 住 所 埼玉県南埼玉郡宮代町字道佛７４９番地２５

２ 氏 名 田 口 孝 雄

３ 生年月日 昭和２４年３月８日

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

現人権擁護委員である田口孝雄氏を引き続き人権擁護委員に推薦したいので、人

権擁護委員法第６条第３項の規定により、この案を提出するものである。



３７

議案第７５号

指定管理者の指定について

次のとおり指定管理者を指定することについて議決を求める。

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

施設の名称 施設の所在地

１ 宮代町福祉作業所ひまわりの家 宮代町字百間１１２１番地１

２ 宮代町福祉作業所すだちの家 宮代町字百間１１０５番地

２ 指定管理者に指定する団体の名称及び所在地

団体の名 称 社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

団体の所在地 埼玉県南埼玉郡宮代町中央三丁目６番１１号

３ 指定の期間

平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日まで

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

宮代町福祉作業所ひまわりの家・宮代町福祉作業所すだちの家の指定管理者を指

定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出する

ものである。



３８

議案第７６号

指定管理者の指定について

次のとおり指定管理者を指定することについて議決を求める。

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

施設の名 称 宮代町福祉交流センター陽だまりサロン

施設の所在地 宮代町字百間１１０５番地

２ 指定管理者に指定する団体の名称及び所在地

団体の名 称 特定非営利活動法人きらりびとみやしろ

団体の所在地 埼玉県南埼玉郡宮代町川端三丁目８番２５号

３ 指定の期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

宮代町福祉交流センター陽だまりサロンの指定管理者を指定したいので、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出するものである。



３９

議案第７７号

指定管理者の指定について

次のとおり指定管理者を指定することについて議決を求める。

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

施設の名 称 公設宮代福祉医療センター

施設の所在地 宮代町大字須賀１７７番地

２ 指定管理者に指定する団体の名称及び所在地

団体の名 称 公益社団法人 地域医療振興協会

団体の所在地 東京都千代田区平河町二丁目６番３号

３ 指定の期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

公設宮代福祉医療センターの指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により、この案を提出するものである。



４０

議案第７８号

指定管理者の指定について

次のとおり指定管理者を指定することについて議決を求める。

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

施設の名 称 宮代町立図書館

施設の所在地 宮代町字百間１１３９番地

２ 指定管理者に指定する団体の名称及び所在地

団体の名 称 株式会社 図書館流通センター

団体の所在地 東京都文京区大塚三丁目１番１号

３ 指定の期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

宮代町立図書館の指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により、この案を提出するものである。



４１

議案第７９号

指定管理者の指定について

次のとおり指定管理者を指定することについて議決を求める。

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

施設の名 称 新しい村

施設の所在地 宮代町字山崎７７７番地１

２ 指定管理者に指定する団体の名称及び所在地

団体の名 称 株式会社 新しい村

団体の所在地 埼玉県南埼玉郡宮代町字山崎７７７番地１

３ 指定の期間

平成２８年４月１日から平成２８年１１月３０日まで

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

新しい村の指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、この案を提出するものである。



４２

議案第８０号

平成２７年度宮代町一般会計補正予算（第４号）について

平成２７年度宮代町一般会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出する。

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

保険給付費の増加を背景とした国民健康保険特別会計への繰出金の他、前年度国補正

予算に係る交付金の追加採択、ふるさと納税の増などに伴い、平成２７年度宮代町一般

会計予算に１億６，３５７万円を追加し、総額を９５億１，０６１万６，０００円とす

ることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するもので

ある。



４３

議案第８１号

平成２７年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

平成２７年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提

出する。

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

保険給付費の増額及び国への返還金が生じたことにより、平成２７年度宮代町国

民健康保険特別会計予算に１億１，８１０万２，０００円を追加し、総額を４７億

８，０１１万３，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規

定により、この案を提出するものである。



４４

議案第８２号

平成２７年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）について

平成２７年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出す

る。

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

平成２７年度宮代町介護保険特別会計予算に、債務負担行為の追加補正として高齢

者等介護用品支給業務委託他４事業を追加することについて、地方自治法第２１８

条第１項の規定により、この案を提出するものである。



４５

議案第８３号

平成２７年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について

平成２７年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとお

り提出する。

平成２７年１１月２６日提出

宮代町長 榎 本 和 男

提 案 理 由

平成２７年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算に、債務負担行為の追加補正

として、農業集落排水処理施設汚泥運搬業務委託を追加することについて、地方自

治法第２１８条第 1項の規定により、この案を提出するものである。


